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１【提出理由】

当社の財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引

法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19

号の規定に基づき提出するものであります。

　

２【報告内容】

(1)当該事象の発生年月日

平成23年12月２日（法人税率引き下げに関連する法律の公布）

平成24年１月25日（臨時取締役会開催日）

　

(2)当該事象の内容

① 請負開発損失引当金の計上

　一部の大規模案件について、稼働延期に伴う損失が見込まれることから、平成24年３月期第３

四半期において、請負開発損失引当金として引当処理することといたしました。

② 繰延税金資産の取崩し

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法」の公布に基づき、平成25年３月期以降に適用される法定実効税率が変更され

ること、および「① 請負開発損失引当金の計上」に記載の事象の影響により、回収が見込まれ

なくなる繰延税金資産について取崩しを行います。

 

(3)当該事象の損益に与える影響額

① 請負開発損失引当金の計上

　平成24年３月期第３四半期の連結および個別財務諸表において、請負開発損失引当金繰入額

37億円を営業費用（売上原価）として計上する予定であります。

② 繰延税金資産の取崩し

　回収が見込まれなくなる繰延税金資産について取崩しを行い、平成24年３月期第３四半期の

連結財務諸表において113億円、個別財務諸表において112億円を法人税等調整額として計上す

る予定であります。

以上
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